
   

令和７年度 職員の給与の男女の差異の情報公表 

特定事業主名： 福岡県（知事部局等）  

 

１．全職員に係る情報 

  ※「男女の給与の差異」は「男性の 1人当たり平均年間給与に対する女性の 1人当たり平均年間給与の割合」を示しています。なお、平均年間給与には 

ボーナスを含んでいます。 

 

 

職員区分 男女の給与の差異（※） 説明欄 

任 期 の 定 め の な い 常 勤 職 員 

（＝いわゆる正規職員） 
９３.６  ％ 

○扶養手当及び住居手当の受給者に占める男性の割合が高いためです。 

 扶養手当：男性 86%、女性 14% 住居手当：男性 67%、女性 34% 

〇平均給与が低い若手職員において、女性の割合が高くなっている（職員全体：

36%、勤続年数 1～5年：43%）ためです。 

任期の定めのない常勤職員以外の職員 

（＝いわゆる非正規職員） 
８１.３  ％ 

○女性は会計年度任用職員が多く（女性の 89％）、男性は会計年度任用職員より

給与水準の高い臨時的任用職員・再任用職員が多い（男性の 48％）ためです。 

○下記のとおり任用形態別（「会計年度任用職員」「臨時的任用職員」「再任用職

員」）では、ほぼ同水準です。 

 

上記職員の任用

形態別の差異 

（会計年度任用職員） （ １００.８） ％ 

○年度を超えない範囲で任用される事務補助やパートタイムの職で、給与は、職

務内容や資格の有無、勤務時間数等により決定しており、平均年間給与は約 220

万円です。 

○会計年度任用職員の男女の内訳は、男性 470 人、女性 791 人となっています。 

（臨時的任用職員） （ １０２.１） ％ 

○正規職員に欠員が生じた場合に任用される職で、給与は正規職員に準じてお

り、平均年間給与は約 390 万円です 

○臨時的任用職員の男女の内訳は、男性 53 人、女性 8人となっています。 

（再 任 用 職 員) 

 

（ ９５.２） ％ 

○定年退職した正規職員が 65 歳までの間に就く職で、給与は定年退職後の職に

応じた額となり、平均年間給与は約 360 万円です。 

○再任用職員の男女の内訳は、男性 374 人、女性 93 人となっています。 

全 職 員   ８８.０  ％ 

 

 

 



   

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

 

(1) 役職段階別 

役職段階 男女の給与の差異 説明欄 

本庁部局長・次長相当職     １０２.０   ％ 

○「本庁部局長・次長相当職」では、女性の医師及び研究者が多いためです。 

※医師及び研究者は他の職よりも給与水準が高くなっています。 

○「本庁課長相当職」では、女性の医師が多いためです。 

○「本庁課長補佐相当職」「本庁係長相当職」では、男性の扶養手当及び住居

手当の受給者が女性より多いためです。 

本庁課長相当職     １０２.６   ％ 

本庁課長補佐相当職       ９８.８   ％ 

本庁係長相当職       ９６.７   ％ 

 

 

(2) 勤続年数別 

勤続年数（※） 男女の給与の差異 説明欄 

３６年以上       ９７．７  ％ 

○扶養手当及び住居手当の受給者に占める男性の割合が高いためです。 

 扶養手当：男性 86%、女性 14% 住居手当：男性 67%、女性 34% 

〇11～15 年、16～20 年の区分の差異が特に大きいのは、部分休業の取得や育

児短時間勤務により給与が減額された職員の割合が、女性の方が高いためで

す。 

３１～３５年       ９６．３  ％ 

２６～３０年       ９４．１   ％ 

２１～２５年       ９２．３    ％ 

１６～２０年       ８８．５    ％ 

１１～１５年       ８９．２    ％ 

６～１０年       ９６．５    ％ 

１～５年       ９７．７    ％ 

 ※ 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出しています。 


